
議案第４７号 

 

北名古屋市印鑑条例の一部改正について 

  

北名古屋市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものと

する。 

  

令和元年６月４日提出 

  

北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

  

この案を提出するのは、コンビニエンスストア等でマイナンバーカード

を使用した印鑑登録証明書交付サービスの開始及び印鑑登録証明書への旧

氏の記載等に伴い、本条例の一部を改めるため必要があるからである。 

 



北名古屋市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

北名古屋市印鑑条例（平成１８年北名古屋市条例第１２号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項中「本市の」を「本市が備える」に改める。 

第５条第２項第１号を次のように改める。 

 ⑴ 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏（住民基本台帳

法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の１３に規定する旧

氏をいう。以下同じ。）若しくは通称（住民基本台帳法施行令第３０

条の１６第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名、旧氏

若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの 

第５条第２項第２号中「氏名」を「氏名、旧氏」に改める。 

第６条第１項第３号を次のように改める。 

⑶ 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載（住民基本台

帳法第６条第３項の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同

じ。）をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。）がさ

れている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通

称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称） 

 第６条第１項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号と

し、同条第２項中「磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）」を「磁気ディ

スク」に改める。 

 第１０条に次の２項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード（その者

に係る個人番号カードで、電子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第

１項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）を



使用して多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された

民間事業者等が設置した端末機で、証明書の自動交付を行う機能を有す

るものをいう。以下同じ。）に自ら暗証番号を入力することにより、印

鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 

４ 前項の場合において、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名

等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規

則（平成１５年総務省令第１２０号）第４２条第２項の規定により設定

された暗証番号とする。 

第１１条第１項第１号を次のように改める。 

⑴ 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている

場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載

がされている場合にあっては、氏名及び通称） 

第１１条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号

とする。 

第１４条第１項中「氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住

民票に記載がされている旧氏を含む。）」を加える。  

 第１５条に次のただし書を加える。  

ただし、法令の規定に基づく請求があった場合及び印鑑の登録を受け

ている者又は登録を受けていた者からその者に係る請求があった場合は、

この限りでない。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１０条の改正規定は、

令和元年１０月１日から、第２条、第５条、第６条、第１１条及び第１４

条の改正規定は、令和元年１１月５日から施行する。  

 

http://www1.g-reiki.net/nagakute/reiki_honbun/i534RG00000044.html#e000000234

